
第３回 三 朝 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第６日）

平成26年３月11日（火曜日）

議事日程

平成26年３月11日 午後２時開議

日程第１ 議案第31号 平成25年度三朝町一般会計補正予算（第７号）

日程第２ 議案第32号 平成25年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第３ 議案第33号 平成25年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第４ 議案第34号 平成25年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第５ 議案第35号 平成25年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第36号 平成25年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第37号 平成25年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第38号 平成25年度三朝町財産区特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第39号 平成25年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第10 議案第40号 平成25年度三朝町国民宿舎事業会計補正予算（第１号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 議案第31号 平成25年度三朝町一般会計補正予算（第７号）

日程第２ 議案第32号 平成25年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第３ 議案第33号 平成25年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第４ 議案第34号 平成25年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第５ 議案第35号 平成25年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第36号 平成25年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第37号 平成25年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第38号 平成25年度三朝町財産区特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第39号 平成25年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第10 議案第40号 平成25年度三朝町国民宿舎事業会計補正予算（第１号）
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７番 清 水 成 眞 ８番 藤 井 克 孝

９番 福 田 茂 樹 10番 平 井 満 博

11番 牧 田 武 文 12番 山 田 道 治

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 石 井 秀 己 副主幹 小 椋 智 子

説明のため出席した者の職氏名

町長 吉 田 秀 光 副町長 森 脇 光 洋

教育長 朝 倉 聡 会計管理者 山 根 智 美

危機管理課統括監 松 原 茂 隆 総務課長 山 根 猛 昭

総務課参事 吉 田 弘 幸 財務課長 大 村 哲 也

税務課長 石 原 伸 二 町民課長 小 椋 泰 志

健康福祉課長 前 田 敦 子 農林課長 岩 山 靖 尚

企画観光課長 椎 名 克 秀 建設水道課長 早 苗 睦 巳

教育総務課長 遠 藤 英 臣 生涯学習課長 西 田 寛 司

生涯学習課参事 松 原 照 宗 農業委員会事務局長 真 嶋 峰 和

国民宿舎支配人 小 椋 誠 教育委員会委員長 西 田 醇

農業委員会会長 山 本 雅 之 代表監査委員 和 泉 澤 吉

午後１時５７分開議

○議長（山田 道治君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、
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直ちに本日の会議を開きます。

本日届け出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

日程第１ 議案第３１号 から 日程第１０ 議案第４０号

○議長（山田 道治君） お諮りいたします。議事の進行上、この際日程を変更して、日程第１か

ら日程第１０までの１０件の議案を一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山田 道治君） 御異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第１か

ら日程第１０まで、すなわち議案第３１号から議案第４０号までの１０件の議案を一括議題とい

たします。

町長から提案理由の説明を求めます。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 提案理由の説明に入ります前に、議長の御指示のもとに、議場において

一緒に一同、東日本大震災のお亡くなりになった方々へ哀悼の意を表する機会を与えていただき

ましたことに感謝をいたします。本日でちょうど３年であります。まだまだ本当に復興の途上で

あると思っております。本町の職員も相当な数、この被災地に赴いて手助けをし、一緒に生活を

して帰ってきております。その教訓を大事にして、これからの災害等に備えていく体制をしいて

いきたいと思う次第であります。ありがとうございました。

本日、提案いたしました諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。

議案第３１号から議案第４０号までの平成２５年度三朝町一般会計補正予算（第７号）を初め

とする１０の会計の補正予算は、各会計ともに年度末を控えて、それぞれ事務事業等の収支決算

見込みにより、財源とあわせて所要の調整を行ったところでございます。このうち、新たな措置

等が生じたもの、並びに重立ったものにつきまして、その概要を申し上げます。

まず、一般会計補正予算についてでありますが、今期補正予算では歳入歳出予算の補正に合わ

せ、繰越明許費で４件の追加と１件の変更、債務負担行為で新たに１件の追加並びに地方債の補

正を行うこととしております。

歳入歳出予算について、まず歳出の主なものでございますが、総務費でバス運行対策費補助金

の増額補正を行っています。今年度のバス路線維持対策費の額が固まりましたので、財源とする

県補助金の額と合わせ、所要の額を措置したものでございます。
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衛生費のアスベスト処理対策費につきましては、吹きつけアスベスト等が施工された建材等の

除去について助成申請がありましたので、町の関係要綱に基づき助成することとし、財源とあわ

せて所要の額を措置したものでございます。

基金費に措置しています三朝町ふるさと応援基金費につきましては、本町へ寄附いただきまし

たふるさと納税について新たに基金を設置し管理しようとするもので、本年度の寄附金見込みに

合わせ措置したものでございます。

次に、歳入の主なものでございますが、町税では、個人町民税、市町村たばこ税並びに入湯税

につきまして、決算見込み額を推計し、補正を行うものでございます。

譲与税並びに各交付金につきましては、平成２５年度の収入見込み額が確定しましたので、そ

れぞれ所要の補正を行っております。

国庫支出金並びに県支出金につきましては、事務事業の完了見込みにあわせまして、それぞれ

収入予定額の補正を行うものでございます。

地方債につきましては、それぞれの起債事業の額が確定してまいりましたので、事業費の変更

に合わせて減額の補正を行っております。

なお、今期補正予算で生じました一般財源につきましては、財政調整基金への積み立てを行う

こととし、今期補正予算では歳入歳出からそれぞれ６，７１１万９，０００円を減額し、補正後

の予算総額を４７億５，７９３万６，０００円とするものでございます。

次に、特別会計についてでございますが、国民健康保険事業特別会計につきましては、共同事

業拠出金及び保険財政共同安定事業拠出金がそれぞれ減額の運びとなりましたので、所要の額に

ついて財源となります共同事業交付金並びに財政調整基金繰入金をあわせて措置しているところ

でございます。

介護保険事業特別会計につきましては、居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費、

並びに地域密着型介護サービス給付費が減額の見込みとなりましたので、それぞれの給付費につ

いて所要の補正を行ったものでございます。

簡易水道事業特別会計及び温泉配湯事業特別会計では、使用料金収入を決算見込みに合わせて

措置するとともに、改良事業等の実績により所要の補正を行ったものでございます。

下水道事業特別会計では、過年度に実施しました下水道接続工事における補償について所要の

額を計上したほか、使用料金収入及び改良事業等について、それぞれ決算を見込んで所要の補正

を行ったものでございます。なお、流域下水道事業負担金については、新たに繰越明許費の設定

を行うこととしております。
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水道事業会計補正予算では、損益勘定では給水収益の減少により所要の額を補正したほか、資

本勘定では建設改良事業費の額の確定見込みに合わせ、所要の額を措置したところであります。

国民宿舎事業会計補正予算についてでございます。平成２５年度の国民宿舎の宿泊者数は、昨

年度実績に比べおよそ１，０００名ほど増加する見通しでありますが、収益の増加につながらな

い状況であり、決算見込みでは一時借入金をもって会計対応をする状況になりましたので、これ

らに係る所要の額について補正を行ったところでございます。引き続き集客に努力し、収益の回

復を図りたいと考えますので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、追加提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げました。よろしく御審

議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（山田 道治君） 続いて、各議案について細部説明を求めます。

議案第３１号、平成２５年度三朝町一般会計補正予算（第７号）について、大村財務課長。

○財務課長（大村 哲也君） 議案第３１号、平成２５年度三朝町一般会計補正予算（第７号）に

ついて御説明申し上げます。

議案書の３ページをごらんいただきたいと思います。今期補正予算では、歳入歳出からそれぞ

れ６，７１１万９，０００円を減額しまして、歳入歳出それぞれ４７億５，７９３万６，０００

円とし、あわせまして繰越明許費及び債務負担行為、並びに地方債の補正を行うものでございま

す。

歳入歳出の補正額につきましては、５ページから６ページにかけて補正額を掲げておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。

繰越明許費の補正につきましては、９ページをごらんいただきたいと思います。繰越明許費は

地方自治法第２１３条第１項の規定に基づきまして、当該年度内に事業が終了しない見込みとな

った場合、予算を翌年度に繰り越して執行することができるということを設定するもので、この

ページのように、農林水産業費で２つの事業、それから商工費、土木費でそれぞれ１つの事業を

新たに追加したいとするものでございます。

なお、変更につきましては、防災拠点庁舎耐震改修事業費において、工事請負費の確定に基づ

きまして繰越額の変更を行いたいとするものでございます。

続いての債務負担行為補正につきましては、肥育牛の生産コストと粗収益の差額を補填するこ

とを目的として行います肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る積立金の助成について、新たに

設定したいとするものでございます。

１０ページから１１ページの地方債の補正の変更及び廃止につきましては、予定していました
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事業の確定に合わせて、それぞれの財源としております地方債の額の発行額を調整したいとする

ものでございます。

１２ページから１３ページには、今期補正予算の歳入歳出の事項別明細書を記載しております

ので、ごらんいただきたいと思います。

それでは、今期補正予算の主な内容について、初めに町税につきましては、個人町民税の退職

所得割額、市町村たばこ税、入湯税につきまして、それぞれ決算見込み額により額の補正を行っ

ております。

続いての譲与税及び交付金につきましては、本年度の額が確定しましたので、それぞれ譲与税、

交付金を補正を行っているところでございます。

続いての国庫支出金及び県支出金につきましては、今年度予定しております事業の実績に合わ

せて、それぞれ収入財源としております支出金の額の補正を行っているところでございます。

はぐっていただきまして、２０ページの一般寄附金につきましては、ふるさと納税制度に基づ

き寄附金をいただいておりますふるさと応援寄附金が、本年度１，５００万を見込める状態にあ

りますので、額の補正を行いたいとするものでございます。なお、寄附金につきましては、新た

に創設します三朝町ふるさと応援基金積立金として積み立てる予算を立てておるところでござい

ます。

続いて、歳出についてでございますが、２３ページからそれぞれ掲げておりますので、ごらん

いただきたいと思います。今期補正予算では、主には事業の完了及び決算を控えての調整でござ

いますが、増額したもの、また新たに措置したもの等について説明させていただきたいと思いま

す。

まず、２３ページの総務費の総務管理費職員人件費につきましては、職員の手当、住居手当並

びに児童手当等について調整を行いまして、今年度の所要の額を計上したものでございます。

２４ページ、総務費、文化ホール管理費の需用費の補正につきましては、今年度の冬、最大需

要電力が上昇しまして電気料金が増額となりましたので、決算見込みを立て、所要の額を追加す

るものでございます。

３３ページ、土木費、道路維持費の除雪経費につきましては、老朽化してきております除雪車

及び新たにスノーステーションを設置したところでございますけれども、それぞれの消耗品及び

修理費用について計上させていただいたものでございます。

同じく土木費、公共下水道費の下水道事業特別会計繰出金につきましては、先ほどの提案説明

にもありましたけれども、過年度の下水道工事に伴う補償費の負担が必要になりましたので、こ
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れの財源の補填を行うこととし、特別会計への繰出金を計上したものでございます。

以上、主な補正予算の概要を説明させていただきましたが、今期補正予算で生じました財源に

つきましては、財政調整基金及び公共施設営繕基金へそれぞれ積み立てを行うこととしておると

ころでございます。

以上で、平成２５年度三朝町一般会計補正予算（第７号）細部説明とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第３２号、平成２５年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）、議案第３３号、平成２５年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、前田健康福祉課長。

○健康福祉課長（前田 敦子君） 議案第３２号、平成２５年度三朝町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）について御説明をさせていただきます。

議案書の４１ページからでございます。表紙をはぐっていただきまして次のページでございま

すが、今回の補正は歳入歳出それぞれ４５３万３，０００円を減額して、総額をそれぞれ８億８，

６０３万６，０００円とするものでございます。

４５ページでございますが、別表歳入歳出予算補正を記載しております。歳出の総務費、総務

管理費につきましては、制度改正に伴うシステム改修費などのための増額でございます。

７款の共同事業拠出金は、高額な医療費を県単位で調整するものでございますが、減額をお願

いしております。

歳入は、歳出の減額補正に伴いまして国、県などの負担金を減額し、共同事業交付金を増額、

基金繰入金について調整をしております。

続きまして、議案第３３号、平成２５年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明をさせていただきます。

議案書５１ページからでございますが、表紙をはぐっていただきまして次のページでございま

す。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ２，９５８万７，０００円を減額して、総額をそれぞれ９億

１，３０３万２，０００円とするものでございます。

５５ページ、別表歳入歳出予算補正でございますが、歳出では２款の保険給付費につきまして、

これまでの給付の推移を勘案し減額しました。

歳入につきましては、保険料の調定見込みに基づきまして増額し、国、県支出金、支払基金交

付金、繰入金など、それぞれ定められた割合に応じて減額補正を計上しております。以上でござ
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います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山田 道治君） 議案第３４号、平成２５年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）、議案第３５号、平成２５年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）、議案第

３６号、平成２５年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第３７号、平成２５

年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第１号）について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） それでは、議案第３４号、平成２５年度三朝町簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。

議案書６３ページをごらんいただきたいと思います。今期補正予算では、歳入歳出からそれぞ

れ８７万３，０００円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ３，２４０万円とするものでござ

います。内容につきましては、６８ページをごらんいただきたいと思います。

歳入の主なものといたしまして、簡易水道使用料の見込み額を確定したこと、それと、老朽管

の布設がえ工事の完了に伴いました、財源となります簡易水道債の減額ということでございます。

歳出につきましては６９ページでございますが、水質検査手数料等の施設管理費の確定と、そ

れと簡易水道事業の改良基金に積み立てを行うというものでございます。そして、歳入歳出それ

ぞれに所要の額を措置しておるところでございます。以上が平成２５年度三朝町簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）の細部説明でございます。

次に、議案第３５号でございます。平成２５年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２

号）について御説明させていただきます。

議案書でいきますと、７３ページをごらんいただきたいと思います。今期補正予算では、歳入

歳出それぞれ７１８万円を追加し、歳入歳出それぞれ３，２３８万１，０００円とするものでご

ざいます。内容につきましては、７７ページをごらんいただきたいと思います。

歳入の主なものといたしまして、温泉使用料の収入等の見込み額の確定が主なものでございま

す。

７８ページをごらんいただきたいと思います。歳出につきましては、施設管理費及び温泉配湯

の改良事業といたしまして、１号ポンプ場ほかの操作盤の改修工事費の確定に伴いますもので、

それと財政調整基金の積み立てを行うということとしておりまして、歳入歳出それぞれに所要の

額を措置したものでございます。以上が平成２５年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第

２号）の細部説明でございます。

続きまして、議案第３６号、平成２５年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明を申し上げます。
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議案書の８１ページでございます。今期補正予算では、歳入歳出それぞれ１４７万３，０００

円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ３億２，８８３万８，０００円とするものでございま

す。

８４ページでございます。第２表の繰越明許費の補正につきましては、天神川流域下水道事業

に係ります負担金の額３６６万２，０００円を翌年に繰り越しをさせていただくとするものでご

ざいます。

第３表の地方債補正につきましては、流域下水道事業負担金並びに公共下水道整備事業の確定

を受けまして、額の変更を行っているところでございます。

補正の内容につきまして、８６ページでございます。収入につきましては、下水道使用料の収

入等の額の見込みの確定です。それと、一般会計からの繰入金というものが主なものでございま

す。

８７ページ、歳出につきましては、提案説明でもございましたが、施設管理費において過年度

に実施いたしました下水道工事によります損失補償に要する費用を計上しております。それと、

流域下水道事業負担金及び公共下水道整備事業の確定によりまして、歳入歳出それぞれ所要の額

を措置したものでございます。以上が平成２５年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の細部説明でございます。

続きまして、議案第３７号、平成２５年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算の第１号

について御説明をさせていただきます。

議案書の９１ページをごらんいただきたいと思います。今期補正予算では、歳入歳出それぞれ

１５４万５，０００円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ９，６９５万５，０００円とする

ものでございます。内容につきましては、９５ページからごらんいただきたいと思います。

歳入補正の主なものといたしまして、使用料等の収入見込み額の確定、それから一般会計から

の繰入金の減額が主なものでございます。

９６ページ、歳出につきましては、施設管理費の減額等により、歳入歳出それぞれ所要の額を

措置したものでございます。以上が平成２５年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第

１号）の細部説明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第３８号、平成２５年度三朝町財産区特別会計補正予算（第１号）

について、大村財務課長。

○財務課長（大村 哲也君） 議案第３８号、平成２５年度三朝町財産区特別会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げます。
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議案書の９９ページをごらんいただきたいと思います。今回の補正予算は、財産区会計のうち

竹田財産区でございます。竹田財産区では、歳入歳出からそれぞれ６１万７，０００円を減額し

まして、補正後の歳入歳出をそれぞれ２３４万３，０００円とするものでございます。

補正の内容でございますが、財産区保有地の境界立会が増加しましたので、これに要する賃金

を措置したこと、また予定していました立ち木売り払いがありませんでしたので、関係集落への

収益者交付金の調整を行いまして、減額の補正を行ったことによるものでございます。以上、平

成２５年度三朝町財産区特別会計補正予算（第１号）の細部説明とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第３９号、平成２５年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第３９号、平成２５年度三朝町水道事業会計補正予算（第

３号）について御説明をさせていただきます。

議案書の１０７ページをごらんいただきたいと思います。今期補正予算は、今年度の水道使用

料等の見込み額を確定いたしました。それによりまして、水道事業収益、水道事業費用、それぞ

れ３０５万３，０００円を減額を行うものでございます。内容につきましては、１１５ページか

ら記載しておりますのでごらんいただきたいと思います。

また、１０８ページ、資本的支出につきましては、県道改良に伴います砂原ポンプ場の移転工

事費の精算見込み、及びウィンドウズＸＰのサポート終了に伴いまして上水道で管理しておりま

すパソコンの更新費の部分を予算補正させていただいておるもんでございます。

１０７ページの下段に書いておりますが、これによりまして資本的収支の不足額４，８７６万

１，０００円につきましては、過年度分の損益勘定留保資金の４，４７５万６，０００円及び当

年度分損益勘定留保資金の４００万５，０００円をもって補填するものでございます。以上が平

成２５年度三朝町水道事業会計補正予算（第３号）の細部説明でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第４０号、平成２５年度三朝町国民宿舎事業会計補正予算（第１

号）について、小椋国民宿舎支配人。

○国民宿舎支配人（小椋 誠君） 議案第４０号、平成２５年度三朝町国民宿舎事業会計補正予

算（第１号）について御説明を申し上げます。

町長からの御提案説明にございましたように、今回の補正は見込みによるものでございます。

東日本大震災の発生から今日で満３年が経過しましたが、経済環境は緩やかな回復はあるものの、
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引き続き厳しい状況にあります。このような中、当施設は昨年開業５０周年を迎えさせていただ

き、この５０周年をお客様への感謝の年とし、宿泊、休憩等全てにおいて感謝企画を設定し、発

信してまいりました。また、出雲大社遷宮に伴う旅行業者への積極的な営業展開を行い、昨年１

０月末では前年度対比で営業収益が４６０万円増となっておりましたが、１１月から２月中にか

けては全国的に発覚した食材偽装問題の影響、そして関東圏での大雪等が重なり、予定しており

ました宿泊、休憩ツアー等が相次いでキャンセルとなる現状となりました。１月末現在では、前

年度対比での営業収益が４７９万円減少となっております。

議案書の１２１ページをごらんいただきたいと存じます。第２条の業務予定量を決算見込みよ

り、宿泊者数を当初予定より１，６６１人少ない２万３３９人、休憩者数を７，９１０人少ない

４万５，０９０人とするものでございます。

第３条、第１項の営業収益につきましては、６，８４７万８，０００円減額し２億６，７６０

万１，０００円に、なお、第２項の営業外収益を３，７１９万２，０００円増額し３，８１１万

３，０００円にしまして、収入の総額を３億５７１万４，０００円にしようとするものでござい

ます。支出につきましては、業務の予定見込みに応じ、営業費用を２，９１１万２，０００円減

額し２億９，１７７万７，０００円に、営業外費用等を２１７万４，０００円減額し１，２６３

万３，０００円に、総額を３，１２８万６，０００円減額し３億５７１万４，０００円にしよう

とするものであります。

議案書の１２２ページをごらんいただきたいと存じます。第４条の資本的収支、資本的収入、

第１項出資金、補正額につきましては、前事業管理者の退職に伴う出資金の減額でございます。

資本的支出、第３項他会計借入金返済金は、一般会計からの長期借入金の償還猶予をお願いし、

減額するものでございます。

第５条の職員給与費につきましては、職員の期末手当、賃金等で６６６万２，０００円減額し、

９，０２９万４，０００円としております。

議案書１２６ページから給与費明細書、１３２ページからは費目明細を上げておりますので、

ごらんをいただきたいと思います。

非常に厳しい状況の中ではございますが、年度末に向けて従業員一同一層の努力をしてまいり

たいと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。以上でございます。

○議長（山田 道治君） 以上で細部説明を終わります。

○議長（山田 道治君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
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本日はこれにて散会いたします。

日程予定表にはございませんでしたが、総務常任委員会が開催されますので、委員の皆さんは

委員会室にお集まりください。御苦労さまでした。

午後２時３０分散会
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